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市
内
の
青
梅
街
道
を
走
行
し

て
い
る
都
営
バ
ス（
梅　

系
統
）

７０

は
、
４
月
に
ダ
イ
ヤ
改
正
を
行

い
ま
す
。

　

新
し
い
時
刻
表
は
、
３
月
末

運
行
ダ
イ
ヤ
が

変

わ

り

ま

す

都
営
バ
ス

（
梅　

系
統
）

７０

ま
で
に
各
バ
ス
停
留
所
に
表
示

さ
れ
ま
す
。

４月１日から

市の組織名称と
窓口の配置が変わります

　

組
織
改
正
に
伴
い
、
４
月
１

日
か
ら
課
の
名
称
と
窓
口
の
配

置
が
下
図
・
左
図
の
と
お
り
に

な
り
ま
す
（
改
正
の
概
要
は
３

月
５
日
号
の
市
報
に
掲
載
し
て

い
ま
す
）。
各
課
の
電
話
番
号

は
、
原
則
と
し
て
従
来
ど
お
り

で
す
。

　

窓
口
の
位
置
が
移
動
す
る
課

は
次
の
と
お
り
で
す
。

�
市
役
所
本
庁
舎
内
の
変
更

▽
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
課
は
名
称

を
「
ご
み
減
量
対
策
課
」
に
変

更
し
、
環
境
保
全
課
と
と
も
に

２
階
か
ら
４
階
へ
移
動

▽
３
階
の
管
財
課
と
４
階
の
用

地
課
は
統
合
に
よ
り
「
契
約
管

財
課
」
と
し
、
２
階
へ
移
動

▽
建
築
課
は
名
称
を
「
た
て
も

業
を
実
施
す
る
た
め
、
平
成　
１３

年
２
月
か
ら
地
元
の
農
地
所
有

者
を
中
心
に
区
画
整
理
組
合
の

前
身
で
あ
る
組
合
設
立
準
備
会

を
結
成
し
、
活
動
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。

　

平
成　

年　

月
に
地
権
者
の

１６

１１

　

％
以
上
の
同
意
が
得
ら
れ
た

８０こ
と
か
ら
、
東
京
都
へ
組
合
設

立
認
可
の
申
請
を
行
い
、
平
成

　

年
１
月　

日
に
認
可
申
請
者

１７

２７

が
東
京
都
か
ら
組
合
設
立
の
認

可
を
受
け
ま
し
た
。

組
合
の
名
称　

小
平
市
小
川
町

一
丁
目
土
地
区
画
整
理
組
合

事
務
所
の
所
在
地　

小
平
市
小

川
町
一
丁
目
５
６
４
番
地

事
業
の
名
称　

小
平
市
小
川
町

一
丁
目
土
地
区
画
整
理
事
業

事
業
施
行
期
間　

平
成　

年
１

１７

月　

日
〜
平
成　

年
３
月　

日

２７

２５

３１

施
行
地
区　

小
川
町
一
丁
目
の

一
部

施
行
面
積　

約　

ヘ
ク
タ
ー
ル

１８

問
合
せ　

開
発
第
一
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
８

小平市　組織機構図（変更する部・課のみ掲載）

の
整
備
課
」

に
変
更
し
、

４
階
南
側
か

ら
同
階
北
側

へ
移
動

▽
総
合
計
画

課
は
名
称
を

「
ま
ち
づ
く

り
課
」
に
変

更
し
、
同
階

西
側
へ
移
動

�
健
康
福
祉

事
務
セ
ン
タ

ー
内
の
変
更

▽
健
康
課
は

２
階
か
ら
１

階
へ
移
動

▽
高
齢
者
福

 　

平
成　

年
１
月　

日
（
木
）

１７

２７

に
小
川
町
一
丁
目
土
地
区
画
整

理
組
合
の
設
立
が
認
可
さ
れ
ま

し
た
。

　

小
川
町
一
丁
目
地
区
の
一
部

に
お
い
て
、
土
地
区
画
整
理
事

組
合
設
立
認
可

小
川
町
一
丁
目

土
地
区
画
整
理

と　

き　

３
月　

日
（
土
）
〜

２６

４
月
３
日
（
日
）　

午
前
９
時

　

分
〜
午
後
４
時

３０※
飲
酒
、
犬
な
ど
の
同
行
は
、

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

※
ご
み
は
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ

い
。

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

東
村
山
浄
水
場
（
東

村
山
市
美
住
町
２
�　

�
２
３

２０

６
）
�　

（
３
９
７
）
８
２
０

０４２

３

問
合
せ　

東
京
都
交
通
局
青
梅

支
所
�
０
４
２
８
（　

）
０
２

２３

８
８

 　

桜
の
開
花
に
合
わ
せ
て
、
水

道
施
設
の
一
部
を
開
放
し
ま

す
。 水

道

施

設

の

開

放

東
村
山
浄
水
場

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

祉
課
業
務
係
は
１
階
か
ら
２
階

へ
移
動

※
高
齢
者
福
祉
課
相
談
係
と
在

宅
サ
ー
ビ
ス
係
は
介
護
福
祉
課

へ
編
入
さ
れ
ま
す
が
、
窓
口
の

位
置
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

 　

移
動
作
業
の
都
合
上
、
一
部

の
窓
口
で
は
３
月　

日
か
ら
新

２８

し
い
フ
ロ
ア
で
業
務
を
行
い
ま

す
。
フ
ロ
ア
の
配
置
変
更
が
な

い
課
に
つ
い
て
も
、
名
称
が
変

更
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
下
図
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

行
政
管
理
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
７
５
６

�
�
共　

通
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

（企画課）
（秘書課・広報広聴課）
（行政管理課）

（庶務文書課）

（市民税課・資産税課）

（管財課・用地課）

（市民生活課・文化振興課）
（※新設）

（青少年・男女平等推進課）

（福祉計画課・高齢者福祉課）
（高齢者福祉課・介護保険課）

 （（リサイクル推進課）

（下水管理課・下水工事課）

（総合計画課）

（道路管理課・土木課）
（交通安全課）
（建築課・庶務課）

（開発第一課）
（開発第二課）
（庶務課）

（社会教育課・文化財課）

政 策 課
秘 書 広 報 課
行 政 経 営 課
参事 � 計画調整 �
総 務 課
職 員 課
参 事 �  労 務 �
情報システム課
検 査 課
財 政 課
税 務 課
収 納 課
契 約 管 財 課
市 民 課
地 域 文 化 課
参事� 市民協働 �
産 業 振 興 課
防 災 安 全 課
児 童 課
青少年男女平等課
参事� 保育指導 �
保 育 課
高 齢 者 福 祉 課
介 護 福 祉 課
障 害 者 福 祉 課
生 活 福 祉 課
健 康 課
保 険 年 金 課
ごみ減量対策課
環 境 保 全 課
下 水 道 課
水 道 業 務 課
水 道 工 務 課
ま ち づ く り 課
参事� 都市計画道路 �
み ち づ く り 課
交 通 対 策 課
たてもの整備課
水と緑と公園課
区画整理支援課
都 市 開 発 課
教 育 庶 務 課
学 務 課
指 導 課
生涯学習推進課
体 育 課

都 市 経 営 部

理 事
総 務 部

財 務 部

市 民 生 活 部

次世代育成部

健 康 福 祉 部

理 事
環 境 部

都 市 建 設 部

都 市 開 発 部

教 育 部

理 事

※（　）内は旧組織名。

健康福祉事務センター　レイアウト図

市役所本庁舎　レイアウト図
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図

○Ｃ 東京都交通局
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